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～山大医学部・附属病院教職員の生活と権利を守る～ 
のんたニュース 

     2021 年 3 月 22 日 第４３号 

山口大学教職員組合小串分会 
★小串事務所：総合研究棟 C1 階 104 号室 

内線 2909  TEL：0836-22-2909(FAX 兼) 

E-mail：kbunkai@yamaguchi.ac.jp 

★組合本部事務所：山口市吉田 内線 5034 

E-mail：fuy-union@ma4.seikyou.ne.jp 

移転が完了

しました！ 

組合の慶弔共済給付金～申請がまだの方はぜひお申し込みを！～ 

入学･卒業の季節になりました。組合員のお子様の小学校入学・中学校入

学には「入学祝金」、中学校卒業には「卒業祝金」が出ます。組合員さんのお

名前と請求事由・お子様のお名前・卒業入学年月日をお知らせいただければ

手続きができます。3 年間はさかのぼって申請できますので、まずは組合本

部へお問い合わせください。 

 

このような場合も対象になります 

●「退職祝金」（組合員歴 3年以上） 

●「結婚祝金」（配偶者のお名前と事由発生日） 

●「出生祝金」（お子様のお名前と誕生日） 

●「銀婚祝金」 

●「傷病手当」（14 日以上連続休業した場合。 

病名と休業期間を連絡） 

●「後遺障害見舞金」 

●「死亡見舞金」（本人、配偶者、子ども、両親） 

●「住宅災害見舞金」（火災だけでなく火災以外の

災害も対象） 

☆慶弔共済は組合員さんのみの特典です☆ 

ご入学・ご卒業

おめでとう！ 

山口大学教職員組合の定期大会が、2021 年 2月 13日㈯に開催されました（会場吉田キャ

ンパス）。当日は、各分会からそれぞれ代議員が出席し、小串分会からも 4 名が出席しました。 

大会では、この間の組合の取り組み・活動の報告と、2020 年度の活動方針案、予算案が議

論・検討され、結果、2020 年度の議案は満場一致で承認され、無事に閉会となりました。 

小串分会からは、①本部発行「くみあいニュース」の現場配布･閲覧状況の報告、②医学部で

のハラスメント問題と大学のハラスメント委員会についての問題点･改善点等発言しました。 

その他の分会からは、組合の財政、下関市立大問題、附属病院での新型コロナ応援業務、大学

による SNS規制案について質問、意見があり、それぞれ議論が交わされました。 

 

＊２月の始めごろ、皆さんのお手もとにサーモンピンクの冊子が届いた 

と思います。2020 年度の議案集で、定期大会での報告、議論のベース 

となっています。少し厚いですが、ぜひ目を通してみてください！ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

以下、分会からのお知らせです。 

〇「映画鑑賞補助」について～補助額 UP＆基準日を「4 月 1 日」に決定～ 

 映画鑑賞補助についてご存じですか?映画半券 1 枚につき 500 円補助（年間上限 4 枚）するものです

が、今年 4月 1日から補助の上限を 4枚から 6枚に切り替える（年間 3,000円に）ことを 3/18役員会

で決めました。また対象期間が「一体いつからいつまでなのか分かりづらい」という声もあったため、これ

まで 7 月であった基準日を 4 月 1日とすることとしました。 

このため、以下のスケジュールで切り替えます。 

■2021年 3月 31日までの申請 ⇒上限 2,000円（半券 1枚につき 500円、4枚まで） 

■2021年 4月 1日～2022 年 3月 31日 ⇒上限 3,000円（同上、6枚まで）、以降 4/1更新 

＊ご家族の半券も申請できます。鑑賞日は対象期間から外れていても OK。 

＊お申し込みは、山口大学教職員組合まで。（学内便・メール・電話など） 

 

〇組合ホームページに小串分会コーナーを設置しました！ 

昨年秋、山口大学教職員組合のホームページを一新しました。（スマートフォン対応画面になりました）

それに合わせて、小串分会のページも新設しました。内容はまだ現在進行形で「のんたニュース」のバック

ナンバーや福利厚生等のお知らせに留まっていますが、これから徐々に内容を充実させてゆく予定です。 

新型コロナウイルス感染症対応への 

～一時金の支給について（2021 年３月給与時支給済）～ 
新型コロナウイルス感染症対応への「一時金（危険手当）」について、さらに対象をひろげて手当が

支給されました。（3/3部局長会議で承認。2021年 3月給与支給時に給付済） 

これは、2月に国（厚生労働省）が第 3次補正予算を決め、そのうち新型コロナ支援事業として組

み込まれた予算が重点医療機関である附属病院にも下りることになり、追加で支給されたものです。 

一時金の概要は以下のとおりです。※対象は、2021 年 3 月 1 日在職者で以下に該当する職員。 

■一時金（勤勉手当 0．025 月分の返還） 

⇒対象者：2020年 12 月に勤勉手当の給付があった職員 

■一時金（新型コロナ患者等への治療や院内感染･クラスター防止の取り組み対応） 

⇒対象期間：2020年 12月 25日～2021年 3月 31日。（見込みを含む） 

例）医師､歯科医師､看護職員（常勤）上限 15 万円、医療系職員･事務職員（常勤）上限 10 万円 

   ※その他所属･勤務時間数によって手当額が違います。 

■一時金（新型コロナ患者へ直接対応する作業対象） 

⇒対象期間：2020年 4月 1日～2021年 3月 31日 

  ・2020 年 4 月 1 日～2020 年 12 月 24 日：1 日 5,000 円 

・2020 年 12 月 25 日～2021 年 3 月 31 日(見込み)：1 日 10,000 円 

この他、吉田地区等からの応援業務や PCR検査を行う輪番医へも支給されました。 

これまでの案では、「直接、新型コロナ患者に対応した者」に限られていましたが、今回は「感染防

止に対応した者」が加わりました。 

人事課によると、今回の予算の特徴は、今までの予算より活用できる幅が広がっており、人件費に

も充てることができるため、直接コロナ患者に対応した方だけでなく、間接的に対応した方へも支給

することができたとの説明がありました。 

医療従事者･関係者の新型コロナへの対応は 4月以降も当然続きます。大学として、 

引き続きリスクに対しての手当を、よりまんべんなく支給することが求められます。 


